
                                 

「ふくい女性活躍推進企業」登録制度実施要綱 

 

（目的） 

第１条 女性の活躍促進に向けて積極的に取組を推進する企業・団体を県が登録し、その取

組を広く公表することにより、企業・団体における女性活躍の一層の促進を図る。 

 

（対象） 

第２条 福井県内に本社または事業所を置く企業・団体を対象とする。（国および地方公共

団体を除く。） 

 

（登録の区分） 

第３条 登録の区分は、「ふくい女性活躍推進企業」と「ふくい女性活躍推進企業プラス

＋」とし、登録基準は第４条のとおりとする。 

 

（登録基準） 

第４条 女性の活躍推進に積極的に取組む企業・団体として県が登録する企業・団体は、次

に掲げる登録区分毎の要件をすべて満たさなければならない。 

 （１）ふくい女性活躍推進企業 

   ① 女性の活躍推進に向けて、経営トップ（代表者）の考えが宣言されていること。 

   ② 女性の活躍推進に向けた取組を進めるため、企業・団体内に「女性活躍推進員」

を設置していること。   

     ③ 女性活躍推進取組リスト（様式第３号）により、女性活躍推進に向けた取組の内

容、取組状況について県に報告していること。 

なお、リスト中の「女性の採用」、「女性の育成」、「男女がともに働きやすい

職場環境づくり」および「女性の登用」の４分野について、それぞれ１項目以上は

実施している取組が記載されていること。また、取組を実施していない項目につい

ては、実施予定の取組が記載されていること。 

④ 役員または常時雇用する労働者のうち１人以上が女性であること、または１人以 

上の女性の採用予定があること。 

   ⑤ 関係法令（労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法等）を遵守する

とともに、法に適合した就業規則等を整備していること。 

   ⑥  暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと。 

 （２）ふくい女性活躍推進企業プラス＋ 

   ① ふくい女性活躍推進企業のすべての要件を満たしていること。 

   ② 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）第

８条に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局へ届け出ているこ

と。 

     

（申請方法） 

第５条 登録申請をしようとする企業・団体は、登録区分毎に次の書類を県に提出するもの

とする。 

 （１）ふくい女性活躍推進企業 

   ①「ふくい女性活躍推進企業」登録申請書（新規）（様式第１号） 



                                 

   ②「ふくい女性活躍推進企業」取組宣言書（様式第２号） 

   ③ 女性活躍推進取組リスト（様式第３号） 

  （２）ふくい女性活躍推進企業プラス＋ 

   ①ふくい女性活躍推進企業への登録に必要な前号①～③の書類 

   ②都道府県労働局に提出した「一般事業主行動計画策定・変更届」の写し 

    ただし、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第１２条に適合する企業

（プラチナえるぼし認定企業）は②の提出を免除する。 

 ２ 既に「ふくい女性活躍推進企業」として登録している企業が「ふくい女性活躍推進企

業プラス＋」への登録申請を行う場合は、次の書類を県に提出するものとする。 

① 「ふくい女性活躍推進企業」登録申請書（更新）（様式第７号） 

② 女性活躍推進取組リスト（様式第３号） 

③ 都道府県労働局に提出した「一般事業主行動計画策定・変更届」の写し 

    ただし、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第１２条に適合する企業

（プラチナえるぼし認定企業）は②の提出を免除する。 

 

（登録企業の決定） 

第６条 県は、提出された登録申請書等を確認し、第４条の登録基準に適合すると認められ

るときは、「ふくい女性活躍推進企業」または「ふくい女性活躍推進企業プラス＋」と

して登録し、登録通知書（様式第４号）を登録企業に通知する。 

 

（登録の有効期間） 

第７条 登録の有効期間は、登録の日から５年経過後の日が属する事業年度の末日までとす

る。なお、この要綱でいう事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

    

（登録の更新） 

第８条 前条の有効期間が経過した後も引き続き登録を継続するには、有効期限までに次の

書類を県に提出するものとする。 

① 「ふくい女性活躍推進企業」登録申請書（更新）（様式第７号） 

② 女性活躍推進取組リスト（様式第３号） 

（ふくい女性活躍推進企業プラス＋の場合） 

③ 都道府県労働局に提出した「一般事業主行動計画策定・変更届」の写し 

ただし、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第１２条に適合する企業

（プラチナえるぼし認定企業）は②の提出を免除する。 

 ２ 別の登録区分の登録を希望する場合は、登録の有効期間内であっても、随時第５条に

定める申請手続きを行うことができる。 

 ３ 更新登録の有効期間は、更新登録した日から５年経過後の日が属する事業年度の末日

までとする。 

４ 第２項により新たな登録区分で登録された場合、新たな登録区分の登録年月日をもっ

て前の登録区分の登録期間の終期とする。 

 

（登録企業への措置） 

第９条 登録した企業・団体には、次のような措置を講ずることとする。 

（１）女性活躍に積極的に取り組む企業として、県ホームページや県主催の合同企業説明



                                 

会等で広報する。 

（２）登録企業は、女性活躍に関する県主催の研修・講座に優先的に参加することができ

る。 

（３）登録企業および登録企業の社員・グループを対象とした表彰を実施する。  

（４）登録企業は、「ふくい女性活躍推進企業」のオリジナルロゴマークを商品や広告、会

社案内等に使用することができる。 

（５）登録企業は、（公財）ふくい女性財団の企業会員になることができる。 

（６）登録企業は、ふくい女性活躍支援センター主催の女性の再就職のための「企業面接

会」に優先的に参加することができる。 

（７）登録企業は、日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金」による低利融資が利

用できる。 

 

 ２ 「ふくい女性活躍推進企業プラス＋」に対しては、前項の措置に加え、次のような措

置を講ずることとする。 

（１）登録企業が県制度融資「中小企業育成資金（一般）」、「中小企業育成資金（小口）」を

利用した場合、保証料を全額補給する。 

（２） 登録企業は、県が発注する建設工事の競争入札参加資格審査において、加点評価を

受けることができる。 

 

（取組状況の報告） 

第１０条 登録した企業・団体は、女性活躍推進にかかる取組状況等について、年１回、「ふ

くい女性活躍推進企業」取組状況報告書（様式第５号）を県に報告することとする。また、

県は随時、取組状況の確認に参考になる資料の提出を求めることができる。 

 

（登録の変更） 

第１１条 登録した企業・団体は、県に提出した登録申請用紙または取組宣言の内容に変更

があった場合、「変更届出書」（様式第６号）により速やかにその旨を県に届け出なければ

ならない。 

 

（登録の取消） 

第１２条 県は、登録した企業・団体が次に掲げる行為を行ったとき、または、その事実が

明らかになったとき、その登録を取り消すことができる。 

  （１）虚偽または不正の手段により登録したことが判明した場合 

  （２）法令に違反する重大な事案が発生した場合 

  （３）第１０条に定める取組状況の報告を行わない場合 

  （４）その他「ふくい女性活躍推進企業」として適当でないと認める場合 

 ２ 県は、前項の規定により登録の取消をするときは、理由を付して登録企業にその旨を

通知するものとする。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 



                                 

 附 則 

（施行日時） 

この要綱は、平成２７年１１月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年５月３０日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年６月１３日から施行する。 

この要綱は、平成２９年１１月１７日から施行する。 

この要綱は、平成３０年２月２６日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年３月１５日から施行する。 

この要綱は、令和５年５月２２日から施行する。 

この要綱は、令和５年１０月２０日から施行する。 

この要綱は、令和６年３月２７日から施行する。 

 


